
パブリックコメント制度の流れ

町が計画や条例等の案の作成

●基本的な計画の策定・変更

●条例の制定・改廃など

計画や条例等の案・関連資料の公表

≪公表する資料≫

●計画等の案

●計画等の案を理解してもらうための関連資料

・立案の趣旨、目的、背景

・案の概要

・審議会等における検討状況の概要

≪公表の方法≫

●担当課窓口、町関係施設又は計画等に関連する施設での閲覧または配布

●町ホームページ

●広報紙

●町公式 SNS など

住民等からの意見の提出

≪意見の提出期間≫

●公表した日から１か月程度を目安

≪意見の提出方法≫

●担当課等への直接提出、郵便、ＦＡＸ、電子メールなど

≪提出者≫

●住所、氏名または団体名などを明記

提出された意見の取扱

≪計画等の案に反映できる意見≫

●案の修正

≪計画等の案に反映できない意見≫

●反映できない理由のとりまとめ



最終的な意思決定・案の公表

●最終的な案の決定

●検討結果の公表（意見提出者への個別の回答は行わない）

・提出された意見の全部又は一部

・意見に対する町の考え方

・修正の内容・反映できない理由

議会への提案・議決

●議会の議決を要するもの

施 行 ・ 政策決定


